
（様式第１号）

審議会名：大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会

（令和７年５月１日）

氏名 フリガナ 職名 選任理由 備考

岡村　こず恵 オカムラ　コズエ 委員

　甲南大学全学教育推進機構 全学共通教育
センター特任准教授であり、他自治体の附属機
関の様々な委員を歴任されてきた。その経験に
加えて、幅広い活動を通じて把握した社会的
ニーズを踏まえての意見が期待できることか
ら、審議会委員としてふさわしい。

川中　大輔 カワナカ　ダイスケ 委員

　　関西学院大学人間福祉学部専任講師であ
り、日本ＮＰＯ学会等に所属している。研究テー
マは、ＮＰＯ・ボランティア研究、社会的企業論、
ユースワーク等。大阪市生野区区政会議委員、
兵庫県県民生活審議会委員等を歴任され、こ
れまでの附属機関等での経験を活かした意見
が期待でき、また、ＮＰＯに関する専門的知見を
有していることから、審議会委員としてふさわし
い。

高田　智子 タカダ　トモコ 委員

　条例指定に相当するか審議するにあたり、専
門的な知見を有しており、申出NPO法人の財務
状況等から法人の健全性などについての意見
が期待できることから、審議会委員としてふさわ
しい。

広田　真一 ヒロタ　シンイチ 委員

　条例指定に相当するか審議するにあたり、専
門的な知見を有しており、申出NPO法人の財務
状況等からの事業の継続性、法人の発展性等
に対する意見が期待できることから、審議会委
員としてふさわしい。

椋木　美緒 ムクノキ　ミオ 委員

　全国に先駆けて誕生した市民活動サポートセ
ンターとして、ボランティアやNPO、企業の市民
活動を支援している社会福祉法人大阪ボラン
ティア協会の事務局主幹として幅広く活躍され
ている。NPO法人の活動や運営はもちろん、市
民自治やボランティア、府内の地域課題にも詳
しいことから、審議会委員としてふさわしい。

（五十音順）


